
年
次
ご
と
の
主
な
で
き
ご
と

利
用
者
の
便
を
は
か
る
た
め
、
福
井
藩
に
関
す
る
主
な
で
き
ご
と
を
一
年
ご
と
に
簡
単
に
紹
介
す
る
。
た
だ
し

諸
儀
礼
や
冠
婚
葬
祭
、
幕
府
法
令
等
は
原
則
と
し
て
除
外
し
た
。

一

天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
慶
永
初
入
国
以
後

列
強
の
接
近
に
よ
っ
て
対
外
的
な
緊
張
が
高
ま
る
な
か
、
慶
永
は
こ
の
年
六
月
に
十
六
歳
で
初
入
国
を
果
た
し

た
。
閏
九
月
、
慶
永
は
早
速
吉
崎
浦
か
ら
河
野
浦
ま
で
の
海
岸
部
を
視
察
し
た
。
こ
の
た
め
十
月
に
は
本
城
橋
前

で
「
海
岸
防
禦
御
備
立
足
並
訓
練
」
が
実
施
さ
れ
る
な
ど
、
藩
内
に
は
海
防
に
対
す
る
意
識
が
高
揚
し
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
。

財
政
面
で
は
十
一
月
、
前
年
八
月
に
発
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
藩
札
一
枚
を
加
印
し
た
新
藩
札
二
枚
と
引
き
替
え

る
。
こ
れ
を
機
に
天
保
十
一
年
以
来
の
藩
札
問
題
は
よ
う
や
く
収
束
に
向
か
い
始
め
、
翌
年
に
は
一
応
落
ち
着
き

を
見
せ
た
。

二

弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）

こ
の
年
は
財
政
に
関
わ
る
施
策
が
例
年
以
上
に
目
立
っ
て
い
る
。
七
月
、
家
臣
に
対
し
て
向
こ
う
四
年
間
の
知

行
・
役
料
の
借
用
に
加
え
、
六
〇
〇
石
以
上
の
上
級
家
臣
に
対
し
て
は
、
従
来
の
地
方
知
行
を
税
率
決
定
権
の
な

い
蔵
出
知
行
に
改
め
、
五
五
〇
石
以
下
一
〇
〇
石
ま
で
の
藩
士
に
対
し
て
は
蔵
出
知
行
を
蔵
米
支
給
に
変
更
し
て

い
る
。
あ
わ
せ
て
十
月
、
年
貢
の
決
め
方
を
検
見
制
か
ら
定
免
制
に
改
め
、
計
画
的
な
財
政
運
営
を
め
ざ
し
た
。

加
え
て
従
来
か
ら
の
倹
約
は
さ
ら
に
徹
底
さ
れ
、
同
月
二
十
八
日
に
は
家
中
向
け
に
着
服
の
簡
素
化
を
指
示
す

る
詳
細
な
触
が
見
ら
れ
る
。

な
お
こ
の
年
、
藩
で
は
「
清
債
方
」
を
設
け
て
借
財
整
理
に
取
り
か
か
り
、
そ
の
具
体
的
な
処
理
を
藩
の
内
用



達
で
あ
る
有
力
な
豪
商
・
豪
農
に
依
頼
し
た
。
十
一
月
、
一
人
あ
た
り
三
五
〇
両
か
ら
二
〇
〇
両
、
総
額
一
万
一

五
〇
両
の
調
達
金
を
彼
ら
四
〇
人
に
課
し
て
い
る
。

三

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

次
々
と
断
行
さ
れ
る
改
革
に
藩
内
で
は
反
発
が
広
が
り
、
不
穏
な
情
勢
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
を
緩
和
す
る
た
め
、

前
年
行
わ
れ
た
知
行
所
か
ら
の
年
貢
直
納
と
定
免
は
従
来
の
方
法
に
戻
さ
れ
た
。
改
革
の
推
進
役
で
あ
っ
た
中
根

雪
江
（
靱
負
）
は
そ
の
責
を
負
い
、
勝
手
掛
を
免
じ
ら
れ
謹
慎
処
分
を
う
け
る
。
調
達
金
は
前
年
に
引
き
続
き
、

こ
の
年
は
三
国
湊
の
豪
商
内
田
惣
右
衛
門
の
一
万
二
〇
〇
〇
両
を
最
高
に
町
在
六
五
人
に
広
げ
て
、
都
合
五
万
一

〇
〇
両
の
上
納
が
命
じ
ら
れ
た
。
藩
札
問
題
は
ま
だ
完
全
に
鎮
静
化
し
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
十
二
月
、
従

来
通
り
さ
ら
に
二
五
年
間
の
使
用
延
長
が
幕
府
に
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
年
も
洪
水
や
虫
害
に
よ
っ
て
不
作
と
な
り
、
十
二
月
に
は
八
万
九
四
〇
〇
石
余
の
被
害
が
あ
っ
た
と
幕
府

に
届
け
出
て
い
る
。

軍
事
面
で
は
五
月
、
江
戸
の
霊
岸
島
中
屋
敷
に
射
撃
場
で
あ
る
鉄
砲
角
場
が
完
成
し
、
訓
練
が
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

四

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）

慢
性
的
な
財
源
不
足
は
相
変
わ
ら
ず
で
、
三
月
、
馬
喰
町
貸
附
金
（
幕
府
か
ら
の
貸
付
金
）
と
し
て
一
万
七
〇

〇
〇
両
の
貸
し
付
け
が
認
め
ら
れ
、
ま
ず
五
〇
〇
〇
両
が
貸
し
出
さ
れ
た
。
つ
い
で
閏
五
月
、
翌
年
ま
で
の
予
定

で
あ
っ
た
知
行
・
役
料
の
借
上
に
つ
い
て
は
、
藩
士
の
困
窮
を
認
め
、
一
〇
〇
石
以
下
の
者
に
は
免
除
す
る
こ
と

が
決
め
ら
れ
た
。
歳
出
抑
制
の
た
め
幕
府
と
の
贈
答
の
簡
素
化
は
五
年
間
続
い
て
い
た
が
、
今
回
更
に
延
長
を
願

い
出
て
承
認
さ
れ
て
も
い
る
。

作
柄
に
つ
い
て
は
こ
の
年
も
天
候
に
恵
ま
れ
ず
、
七
月
十
八
日
に
大
風
雨
が
発
生
し
、
十
二
月
に
一
〇
万
四
七



〇
〇
石
余
の
被
害
が
あ
っ
た
こ
と
を
幕
府
に
報
告
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
翌
年
二
月
六
日
の
条
で
は
ま
ず
ま
ず
の

収
穫
が
あ
っ
た
と
記
し
て
お
り
、
注
意
し
て
読
む
必
要
が
あ
る
。

五

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）

弘
化
元
年
十
一
月
十
八
日
、
藩
は
不
作
・
飢
饉
に
備
え
て
義
免
制
度
を
設
け
、
囲
米
を
行
っ
て
き
た
が
、
こ
の

年
六
月
、
新
た
に
一
四
の
代
官
領
に
一
か
所
ず
つ
土
蔵
を
設
置
し
、
こ
の
制
度
の
趣
意
が
よ
く
行
き
届
く
よ
う
に

し
た
。

八
月
に
は
町
方
へ
の
手
当
と
し
て
籾
八
〇
〇
俵
を
囲
米
と
す
る
こ
と
も
行
っ
て
い
る
。

軍
事
面
で
は
十
一
月
、
オ
ラ
ン
ダ
式
青
銅
製
の
大
砲
ハ
ン
ト
ウ
モ
ル
チ
ー
ル
と
ヤ
セ
ン
の
鋳
造
を
幕
府
に
届
け

た
。

六

嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）

藩
主
慶
永
は
四
月
二
十
八
日
江
戸
を
発
し
、
五
月
十
二
日
に
福
井
に
着
い
た
。
と
こ
ろ
が
ほ
ど
な
く
、
実
父
田

安
斉
匡
の
病
状
が
思
わ
し
く
な
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
幕
府
の
許
可
を
待
っ
て
六
月
五
日
江
戸
に
向
け
出
発
し
た
。

斉
匡
は
六
月
八
日
に
死
去
し
た
が
、
慶
永
一
行
は
大
雨
に
よ
る
川
留
め
の
た
め
、
江
戸
に
到
着
し
た
の
は
六
月
二

十
三
日
で
あ
っ
た
。
な
お
、
例
年
将
軍
家
慶
や
右
大
将
（
家
定
）
に
献
上
す
る
暑
中
見
舞
の
初
�
も
、
忌
明
け
後

で
は
調
達
で
き
な
い
と
素
麺
に
変
更
さ
れ
た
。

八
月
、
前
年
西
尾
源
太
左
衛
門
を
江
戸
に
派
遣
し
て
西
洋
流
の
砲
術
を
学
ば
せ
て
い
た
が
、
今
度
は
更
に
大
砲

師
を
国
元
へ
呼
び
よ
せ
、
国
内
の
鋳
物
師
に
も
製
造
法
を
学
ば
せ
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
年
も
倹
約
令
や
諸
締
が
通
達
さ
れ
る
。
特
に
十
二
月
に
は
町
在
へ
衣
服
や
飲
食
に
関
す
る
締
り
が
出
さ
れ
、

家
中
へ
は
弘
化
元
年
よ
り
も
徹
底
し
た
衣
服
の
簡
素
化
や
倹
約
が
指
示
さ
れ
た
。



七

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）

こ
の
年
の
一
月
農
政
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
十
五
日
、
新
た
に
勧
農
方
を
設
置
し
、
農
業
と
農
村
の
振
興

に
あ
た
ら
せ
る
一
方
、
二
十
日
に
は
文
政
年
間
に
設
置
さ
れ
た
産
物
方
に
よ
る
専
売
趣
法
は
さ
ほ
ど
国
益
に
も
な

ら
ず
、
下
々
の
迷
惑
に
な
る
と
し
て
停
止
し
た
の
で
あ
る
。
十
八
世
紀
末
か
ら
続
い
た
産
物
政
策
が
中
止
と
な
っ

た
わ
け
で
、
こ
れ
ら
は
藩
政
の
大
き
な
転
換
点
と
い
え
る
。

三
月
、
前
年
江
戸
か
ら
招
い
た
洋
式
大
砲
鋳
物
師
安
五
郎
の
指
導
を
受
け
、
国
元
で
六
門
の
大
砲
が
完
成
し
た

こ
と
を
幕
府
に
届
け
出
た
。
こ
れ
ら
の
大
砲
を
設
置
す
る
た
め
、
六
月
、
泥
原
新
保
浦
へ
の
台
場
設
置
を
幕
府
に

願
い
出
た
。
藩
の
海
防
強
化
策
が
根
を
下
ろ
し
始
め
た
わ
け
で
あ
る

十
一
月
、
婚
約
中
で
あ
っ
た
熊
本
藩
主
細
川
斉
護
の
娘
勇
姫
と
の
婚
姻
が
成
立
し
た
。
と
き
に
慶
永
二
十
二
歳

で
、
こ
の
こ
と
は
そ
の
後
の
慶
永
の
政
治
活
動
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

八

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）

前
年
の
十
一
月
、
町
医
笠
原
良
策
（
白
翁
）
は
福
井
で
牛
痘
接
種
を
始
め
た
が
、
こ
れ
は
全
国
的
に
も
注
目
さ

れ
る
画
期
的
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
藩
も
こ
れ
を
援
助
し
て
二
月
二
十
五
日
、
彼
の
除
痘
所
に
毎
年
米
二
〇
俵

を
支
給
す
る
こ
と
に
し
た
。

軍
事
面
で
も
西
洋
流
を
取
り
入
れ
た
独
自
の
方
針
決
定
が
あ
っ
た
。
十
二
月
、
藩
が
翻
訳
し
た
西
洋
砲
術
書
に

い
つ
き

基
づ
き
御
家
流
砲
術
を
立
て
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
に
は
江
戸
で
召
し
抱
え
た
蘭
学
者
市
川
斎
宮
を
招
い
て
砲

術
師
範
と
し
て
お
り
、
藩
の
洋
学
へ
の
関
心
も
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

九

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）

海
防
の
必
要
性
は
日
を
追
っ
て
増
加
し
た
。
三
月
、
従
来
の
海
岸
御
備
組
を
改
め
、
更
に
本
城
橋
前
で
行
軍
訓

練
が
実
施
さ
れ
た
。



五
月
に
学
問
や
武
術
修
業
の
た
め
京
都
・
大
坂
・
江
戸
へ
出
る
者
へ
の
資
金
援
助
を
行
う
こ
と
と
し
、
七
月
に

は
特
に
藩
外
で
の
医
術
修
行
者
に
対
す
る
援
助
の
内
容
を
示
す
な
ど
、
財
政
難
の
中
で
も
人
材
育
成
の
必
要
性
に

理
解
が
示
さ
れ
た
。

十

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）

閏
二
月
、
軍
制
改
革
の
一
環
と
し
て
、
従
来
の
弓
組
を
廃
し
て
服
部
三
郎
兵
衛
な
ど
六
人
に
鉄
砲
組
を
命
じ
た
。

四
月
、
江
戸
で
は
火
災
で
焼
失
し
た
松
栄
院
の
住
居
が
再
建
さ
れ
た
。
こ
の
経
費
と
し
て
前
年
十
二
月
、
福
井

藩
は
二
万
両
の
拝
借
を
幕
府
に
請
願
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
返
済
に
関
し
て
は
翌
年
十
一
月
に
免
除
と
な
っ
た
。

六
月
一
日
か
ら
三
日
間
の
大
雨
に
よ
り
洪
水
が
発
生
し
、
九
頭
竜
川
・
足
羽
川
が
氾
濫
し
た
。
の
ち
藩
は
一
三

万
八
三
六
〇
石
の
被
害
を
幕
府
に
届
け
て
い
る
。
こ
れ
は
近
年
に
な
い
災
害
で
あ
っ
た
。

同
じ
六
月
、
江
戸
の
剣
術
士
斎
藤
弥
九
郎
の
長
男
新
太
郎
が
大
野
藩
で
指
南
を
し
、
そ
の
際
福
井
藩
に
も
試
合

の
相
手
を
求
め
て
き
た
。
藩
で
は
通
常
立
ち
会
い
を
承
認
し
て
い
な
い
が
、
今
回
に
限
り
こ
れ
を
許
し
、
剣
術
師

役
に
対
し
て
希
望
者
を
照
会
し
た
。

十
一

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

し
だ
い
に
幕
府
や
各
藩
で
対
外
的
な
危
機
意
識
が
高
ま
る
中
、
六
月
三
日
に
ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
艦
隊
が
浦
賀

に
来
航
し
た
。
福
井
藩
で
は
一
報
を
受
け
て
出
陣
準
備
が
整
え
ら
れ
、
幕
府
か
ら
の
命
に
よ
っ
て
在
府
藩
士
が
品

川
御
殿
山
の
警
衛
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
と
き
配
置
さ
れ
た
藩
士
の
名
列
や
陣
中
で
の
心
得
、
照
会
に
対
す
る
附
札

に
よ
る
回
答
が
詳
し
く
収
載
さ
れ
て
い
る
。
極
力
戦
闘
を
避
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
が
、
相
手
か
ら
の
攻
撃
が

あ
れ
ば
応
じ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
上
陸
し
て
き
て
も
町
の
焼
払
い
は
禁
止
さ
れ
る
な
ど
、
本
巻
の
福
井
藩
と
幕

府
と
の
や
り
と
り
の
中
か
ら
も
切
迫
し
た
状
況
が
具
体
的
に
読
み
取
れ
る
。
ペ
リ
ー
は
半
月
ほ
ど
で
浦
賀
を
離
れ

琉
球
（
沖
縄
）
に
向
か
っ
た
が
、
こ
の
と
き
の
幕
府
の
衝
撃
は
大
き
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
国
書
（
翻
訳
）
が
諸



大
名
に
示
さ
れ
、
幕
府
は
今
ま
で
の
禁
忌
に
と
ら
わ
れ
ず
率
直
な
意
見
を
述
べ
る
よ
う
に
求
め
た
。
さ
ら
に
武
家

諸
法
度
寛
永
令
で
禁
止
さ
れ
た
大
船
建
造
の
禁
が
解
か
れ
た
。

異
国
船
来
航
が
現
実
の
も
の
に
な
る
と
、
藩
で
は
さ
ら
に
海
防
の
強
化
が
必
要
と
な
る
。
七
月
二
十
五
日
に
は

三
岡
石
五
郎
（
の
ち
の
由
利
公
正
）
な
ど
藩
士
二
五
人
を
砲
術
訓
練
の
た
め
江
戸
に
向
か
わ
せ
た
。

一
方
、
洋
式
銃
は
ま
だ
藩
内
に
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
藩
士
が
新
た
に
購
入
す
る
銃
は
ゲ
ヴ
ェ
ー
ル

銃
や
ヤ
ー
ゲ
ル
銃
（
い
ず
れ
も
弾
丸
先
込
式
）
が
奨
励
さ
れ
た
。
石
高
三
〇
〇
石
以
下
の
藩
士
は
最
大
三
年
賦
で

代
金
を
納
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

武
器
の
充
実
に
は
よ
り
多
く
の
経
費
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
の
年
は
旱
魃
に
た
た
ら
れ
、
約
一
〇
万
石
の
収
納

減
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。


